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学校薬剤師の仕事

　学校保健は、明治初年以来145年余
りの歴史を有し、児童生徒の健康の保
持増進に大きな役割を果たしており、
特に昭和33年に制定された学校保健
法により制度的に体系が整備され、そ
れに基づく活動が進められてきた経緯
がある。
　しかし、近年の児童生徒等の健康・
安全を取り巻く状況の変化は大きい。
学校における保健管理と共に安全管理
について、地域の実情や児童生徒の実
態を踏まえつつ、各学校において共通
して取り組まれるべき事項について規
定の整備を図る。併せて、学校の設置
者ならびに国および地方公共団体およ
び校長の責務を定めた学校保健安全法
が平成21年４月に施行された。これ
によって学校保健の一層の充実を図る
ための組織的な保健指導の充実が求め
られた。
　学校環境衛生については、学校保健
安全法 第５条（学校保健計画の策定
等）で、学校においては、児童生徒等
及び職員の心身の健康の保持増進を図
るため、児童生徒等及び職員の健康診
断、環境衛生検査、児童生徒等に対す
る指導その他保健に関する事項につい
て計画を策定し、これを実施しなけれ
ばならない。
　とされ、また、同第６条（学校環境

衛生基準）で、文部科学大臣が望まし
い基準として学校環境衛生基準を定め
ている。
　さらに、学校保健安全法施行規則第
24条（学校薬剤師の職務執行の準則）
では、（一）学校保健計画及び学校安
全計画の立案に参与すること（二）第
１条の環境衛生検査に従事すること

（三）学校の環境衛生の維持及び改善
に関し、必要な指導及び助言を行うこ
と（四）法第八条の健康相談に従事す
ること（五）法第九条の保健指導に従
事すること（六）学校において使用す
る医薬品、毒物、劇物並びに保健管理
に必要な用具及び材料の管理に関し必
要な指導及び助言を行い、及びこれら
のものについて必要に応じ試験、検査
又は鑑定を行うこと（七）前各号に掲
げるもののほか、必要に応じ、学校に

おける保健管理に関する専門的事項に
関する技術及び指導に従事すること。
　学校薬剤師は、前項の職務に従事し
たときは、その状況の概要を学校薬剤
師執務記録簿に記入して校長に提出す
るものとする。
　として学校薬剤師の職務内容につい

て法的な位置づけが明確化されている。
　このため、児童生徒等および職員の
健康を保護する上で学校環境衛生の維
持を図るための環境衛生検査の実施は
必要不可欠なものといえる。
　また、快適な学習環境を作ることは、
学習能率の向上や情操の陶冶を図る上
でも意義があることから、児童生徒等
および教職員が学校における環境衛生
について興味・関心を持ち、そこから
得た知識を実際の行動に結びつけられ
るような指導も求められていると言え
る。
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　こうした、学校薬剤師制度は世界に
類を見ない日本独自のものである。学
校薬剤師は学校保健安全法の定めると
ころにより、全国の小・中学校および
高校には必ず任命・委嘱されている。
　学校薬剤師は、薬剤師法第一条なら
びに薬剤師綱領にもある、薬剤師が広
く薬事衛生をつかさどる専門職として
の立場から、法律に基づき学校におけ
る適切な環境の維持改善および医薬
品、毒物、劇物ならびに保健管理に必
要な用具および材料の管理等に関し必
要な指導および助言を行うため設けら
れた制度であり、児童生徒等の心身の
健康の保持増進を図るために行う学校
環境衛生活動等は非常に重要な役割を
担っていると言える。
　さらに、中学校では平成24年４月、
高等学校では平成25年４月より施行
された新学習指導要領でのくすり教育
は新改正薬事法（＝医薬品医療機器等
法）の施行（平成26年６月12日）に
も絡んで、専門性が求められる内容で

もあり、「医薬品の有効活用」という
単元に関しては学校薬剤師の参画を期
待する学校関係者の声が多く寄せられ
ている。
　学校薬剤師は今、児童生徒および教
職員の保健管理に深く携わると同時
に、薬剤師職能としての根幹をなす医
薬品の適正使用や指定薬物を含んだ違
法ドラッグ問題等、薬物乱用防止活動
など、保健教育への参画が強く求めら
れている。
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